
積翠城（郡上八幡城）「新緑の城を描こう！写生大会」 作品募集要項 

 

■趣 旨 

郡上八幡城が「積翠城」と呼ばれる新緑の季節に、城・自然・人のつながりを体感し、自らの感性でその魅

力を表現してもらうことを目的とし、絵の巧拙ではなく、郡上八幡の良さを感じ、楽しんで描いた思いが伝わ

る作品を広く募集します。 

■テーマ：「新緑と城」 

※作品の一部に郡上八幡城が描かれていること。城の大きさや描き方は問いません。（城内からの風景も可） 

■ 対象 

 ・小学生の部 ・中学生の部 ・高校生の部 ※応募点数は一人 1 点まで。市内外の在住は問いません。 

■ 作品規定サイズ 

・サイズ：八つ切りサイズ（画用紙またはケント紙など） ・画材：自由 

・条件：肉筆画であること（デジタル作品不可） 

■ 審査基準：画力の優劣ではなく、 

 ・郡上八幡の魅力がいきいきと表現されていること  ・楽しんで描いた様子が感じられること、 

 ・新緑と城の関係性が感じられることを重視して選考。 

■ 入賞：各部門、下記の各賞を選出 

 金賞（1 名） 銀賞（2 名以内） 銅賞（若干名） 

小学生の部（右記＋副賞） 図書カード 2,000 円分 図書カード 1,000 円分 図書カード 500 円分 

中学生の部（右記＋副賞） 図書カード 3,000 円分 図書カード 2,000 円分 図書カード 1,000 円分 

高校生の部（右記＋副賞） 図書カード 5,000 円分 図書カード 3,000 円分 図書カード 2,000 円分 

※副賞として郡上八幡銘菓「水の雫」を進呈します 

◇優秀作品は後日、郡上八幡城にて企画展を開催し展示の予定。 

■ 著作権および使用について 

 応募作品の著作権は主催者に帰属するものとし、原則作品は返却しません。また応募者は著作者人格権を行

使しないこととします。上記条件に同意いただけない場合も応募は可能ですが、その場合主催者による著作権

使用の対象外とします。著作権使用の許諾をいただいた作品は、今後、広報等のビジュアルとして使用する場

合があります。返却希望の場合は当人が郡上八幡旧庁舎記念館に引き取りに来ることとします。 

■応募について 

指定用紙に氏名（フリガナ）、住所、連絡先、生年月日、学校名、学年、タイトル等を記入及び各チェック欄

をご確認の上、作品の裏面の右隅に貼って提出してください。 

他のコンクール等に応募していない作品に限ります。また他の作品を模倣した作品は審査対象外とします。 

■入城について 

 写生場所の下見及び制作において入城（有料エリア）が必要な場合は、応募用紙に記入・持参の上、受付に

ご提示ください。無料で入城いただけます（当人のみ、GW 期間中を除く）。 

■応募受付 令和 8 年 4 月２９日（水・祝）から５月２４日（日）まで（新緑まつり期間中） 

■作品提出先 

郡上八幡城（〒501-4214 岐阜県郡上市八幡町柳町６５９ 一の平 ６５９） 

郡上八幡旧庁舎記念館（〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷５２０－１） 

※午前９時３０分から午後５時００分まで 

■主 催：一般財団法人郡上八幡産業振興公社 ＜お問い合わせ＞担当／田中、青山 TEL：0575-67-1819 

 



【応募用紙】  

積翠城（郡上八幡城）「新緑の城を描こう！写生大会」  

部門 
① 小学生の部  ②中学生の部  ③高校生の部 

※いずれかを〇で囲んでください 

学年 

※小中高生の場合 
学校名： 学年： 

氏名 

フリガナ 生年月日 

    年  月  日 

住所 

〒 

連絡先 

TEL 

メールアドレス 

保護者氏名 

作品タイトル  

その他（作品コメントなど）  

作品返却について 
※希望する場合のみ 

チェックを入れてください 

返却を希望します ☐ 
ご返却希望の場合、ご自身で事前連絡の上、郡上八幡旧庁舎記念館（〒501-4222 岐阜県郡上市
八幡町島谷５２０－１）まで取りにお越しください。但し令和８年６月末までにお越しになら
ない場合は返却しない場合があります。 

著作権譲渡について 
※譲渡しない場合のみ 
チェックを入れてください 

著作権を譲渡しません ☐ 
上記にチェックした場合でも応募は可能ですが、その場合主催者による著作権使用の対象外と
します。著作権使用の許諾をいただいた作品は、今後、広報等のビジュアルとして使用する場
合があります。 

この応募用紙は「積翠城新緑まつり」特設サイトからもダウンロードできます。 

特設サイトはこちら→       

 

写生の際はご自身の安全確保とともに、通行や交通の妨げにならないよう気を付けてください。また他の方

の散策や見学、撮影等がある場合は譲り合っていただき、くれぐれも特定の場所を⾧時間占有したりしない

ようにしてください。もし上記に反する行為が認められた場合は失格とさせていただく場合があります。 


